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国
民
健
康
保
険
制
度
と
は
？

◆
制
度
の
概
要

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
の
皆

さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
の
時
に
、
安
心

し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
が
国
民
健
康
保
険

税
を
納
め
、
お
互
い
に
助
け
合
う
医

療
保
険
制
度
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
保
険
税

と
国
・
県
の
補
助
金
等
を
財
源
に
運

営
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
率
の
算
出
に

つ
い
て
は
、
各
市
町
村
の
条
例
で
規

定
さ
れ
、
予
想
さ
れ
る
医
療
費
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
、
介
護
納
付
金
の

必
要
と
な
る
額
か
ら
、
国
・
県
の
補

助
金
、
町
の
負
担
金
等
（
人
件
費
等
）

を
除
い
た
も
の
が
、
加
入
者
の
皆
さ

ま
に
課
税
さ
れ
る
総
額
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
で
い
く
と
、
医
療
費
は

年
々
増
加
し
、宇
美
町
の
国
民
健
康
保

険
は
今
以
上
に
財
源
が
不
足
し
、危
機

的
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

医
療
費
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、被

保
険
者
一
人
ひ
と
り
が
少
し
ず
つ
意

識
を
変
え
て
い
た
だ
き
、

①
健
康
の
維
持
・
病
気
の
予
防
・

　

早
期
発
見
の
た
め
に
、
毎
年
特

　

定
健
康
診
査
等
を
受
け
る

②
か
か
り
つ
け
医
を
も
つ

③
で
き
る
だ
け
重
複
・
頻
回
受　

診
を
さ
け
る

な
ど
を
心
が
け
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

◆
宇
美
町
で
は

　

宇
美
町
の
国
民
健
康
保
険
財
政
は
、

保
険
税
等
の
収
入
よ
り
医
療
費
等
の

支
出
の
ほ
う
が
上
回
っ
て
い
る
状
況

で
毎
年
赤
字
が
続
い
て
お
り
、
こ
の

赤
字
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計

か
ら
補
填
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
般
会
計
は
、
町
民
皆
さ
ま
の
町

民
税
や
固
定
資
産
税
等
を
財
源
に
し

て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
一
般
会
計
か

ら
の
補
填
を
行
う
と
、
国
民
健
康
保

険
加
入
者
以
外
の
方
の
負
担
も
増
え

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
み
な
さ
ま
へ

平
成
24
年
度
及
び
平
成
25
年
度
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

　

平
成
24
年
度
か
ら
平
成
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

後
期
高
齢
者
制
度
の
保
険
料
は
、
２
年
に
１
度
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
見
直
し
で
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
平
成

23
年
度
の
保
険
料
と
比
較
し
て
一
人
当
た
り
の
年
間
保
険
料
額
は
、
４
，
９
４
７
円
・
平
均
６
．66
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
概
要

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の
人
と
65
歳
以

上
75
歳
未
満
の
一
定
の
障
害
を
持
つ
方
を
対
象
と
し
、
平

成
20
年
度
か
ら
開
始
し
た
制
度
で
す
。
医
療
費
に
充
て
ら

れ
る
財
源
は
、
主
に
公
費
に
よ
る
負
担
（
５
割
）
、
国
民
健

康
保
険
や
被
用
者
保
険
な
ど
の
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金

（
４
割
）
、そ
し
て
後
期
高
齢
者
か
ら
の
保
険
料
（
１
割
）
に

よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
後
期
高
齢
者
か
ら
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
広

く
薄
く
徴
収
さ
れ
、
被
保
険
者
個
人
単
位
で
賦
課
さ
れ
て

い
ま
す
。【
表
１
】

◆
保
険
料
の
計
算
方
法

　

後
期
高
齢
者
制
度
の
保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て
賦
課

さ
れ
る「
所
得
割
」
と
受
益
に
応
じ
て
等
し
く
賦
課
さ
れ

る「
均
等
割
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
低
所

得
者
等
へ
の
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。【
表
２
】

◆
宇
美
町
の
後
期
高
齢
者
医
療
費

　

宇
美
町
の
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
は
、
国
民
健
康
保

険
と
同
様
に
年
々
増
加
し
て
お
り
、
平
成
20
年
度
か
ら

平
成
21
年
度
に
か
け
て
、
福
岡
県
の
平
均
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
福
岡
県
の
老
人
医
療
又
は
後
期
高
齢
者
の
医
療

費
は
、
平
成
14
年
度
か
ら
平
成
21
年
度
に
か
け
て
毎
年
全

国
１
位
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
宇
美
町
は
毎
年
上

位
を
占
め
て
い
ま
す
。（
一
人
当
た
り
の
老
人
医
療
費
は

平
成
14
年
度
で
は
年
間
約
90
万
円
で
し
た
が
、
平
成
21
年

度
で
は
約
１
１
１
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
）。【
表
３
】

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
増
加
は
、
被
保
険

者
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
現
役
世
代
が
負
担
し
て
い

る
国
民
健
康
保
険
税
等
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
部
分

に
つ
い
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

※
保
険
料
額
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
７
月
に  

 
 

送
付
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
に

お
願
い

◆
医
療
費
の
財
源

町国保が負担する医療費等

国保税収
国や県等から
の補助金等

不足分

一般会計からの繰入れ

宇美町国民健康保険特別会計繰入額

16 △ 8366 万円 △ 2376 万円

17 △ 1 億 6066 万円 585 万円

18 △ 1139 万円 △ 1億 3195 万円

19 △ 2 億 4676 万円 3651 万円

20 △ 9672 万円 △ 4365 万円

21 △ 1 億 1377 万円 △ 2511 万円

22 △ 8671 万円 △ 4890 万円

1億 742万円

1億 5481万円

1億 4334万円

2億 1025万円

1億 4037万円

1億 3888万円

1億 3561万円

年度 単年度収支 翌年度精算額 一般会計からの繰入額

※千円以下四捨五入

限度額

均等割額 所得割率

52,213 円

55,045 円

2,832 円

（5.42％）

9.87％

10.88％

50 万円

55 万円

1.01

ポイント

（10.23％）

5万円

（10.00％）

保険料率

平成22年度

・

平成23年度

平成24年度

・

平成25年度

増加

（％）

【表１】後期高齢者医療制度のしくみ

公費　約５割

《負担比率》

国：県：町

４：１：１

後期高齢者支援金

【現役世代（国民健

康保険や被用者保

険の被保険者）の

保険料】

約４割

後期高齢者の保険料

約１割

窓口負担分

【表２】保険料の計算方法【表３】一人当たり老人医療費の宇美町と
　　　 福岡県の平均の比較

⇒

宇美町 福岡県

県内

順位
金額 金額

全国

順位

18 ２ 115万 5469円 １ 103万 2825円

19 ２ 118万 6180円 １ 108万 2157円

20 ２ 119万 0225円 １ 108万 9424円

21 １ 129万 5550円 １ 111万 3796円

年度

【
問
い
合
わ
せ
】
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住
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１


